
建築士事務所の設計料 
 

 

 建築士事務所の設計・工事監理料は、国土交通省告示第１５号をもと

に算出されます。 
 

 

 この告示に基づくと設計・工事監理料とは①直接人件費②特別経費③直

接 経費④間接経費⑤技術料等経費⑥その他の経費で構成されます。 
 
 

① 直接人件費は、その設計等の業務に携わる人の給与、諸手当、賞与、 

 退職給与、法定保険料等の人件費の１日当たりの額に、その業務に携わ 

 る延べ日数を掛けて得た額の合計です。 

② 特別経費は、出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の依頼に基 

 づいて必要となる費用です。 

③ 直接経費は、印刷製本費、複写費、交通費等、建築物の設計等の業務 

 に関して直接必要となる費用の合計です。 

④ 間接経費は、設計等の業務を行う建築士事務所を管理運営していくた 

 めに必要な人件費、調査研究費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品 

 費等の費用（①から③までに定める経費を除く。）のうち、当該業務に 

 関して必要となる費用の合計です。 

⑤ 技術料等経費は、設計料等の業務において発揮される技術力、創造力 

 等の対価として支払われる費用です。 
 

 
 
 

○ これらを踏まえて設計・工事監理料は次の略算方法により算定するこ 

 とが出来ます 
 
 

業務報酬(Ｆ)＝直接人件費(Ａ)＋諸経費(直接経費と間接経費の合計)(Ｂ) 

 ＋技術料等経費(Ｃ)＋特別経費(Ｄ)＋その他の業務経費(Ｅ) 

  Ｆ ＝ Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ     Ａ：直接

人件費  ～ 標準業務人・日数にＥランク技術者の標準日額 

人件費をかけて算出。 

 Ｂ：諸 経 費  ～ 直接人件費(Ａ)と同額。 

 Ｃ：技術料等経費 ～ (直接人件費(Ａ)＋諸経費(Ｂ))×０.５で得た額 

 Ｄ：特別経費   ～ 出張旅費、透視図、模型、日影図、特許使用料、 

その他建築主から特別の依頼に基づいて必要とな る

費用の合計。 

 Ｅ：その他の業務 ～ 国土交通省告示の中に別と示されている業務を

行う 場合は、別途追加業務となり、通常業務の報

酬と は別に加算する。 


